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個人化である。この2008年度夏は、入込はや

や停滞気味にも関わらず、JR北海道による

と、個人型であるJRフリーパス（３日間・５

日間）の販売状況だけは堅調で、数年続きで

前年比130％の人員を維持している。このパス

は個人化の高い香港が断トツで一位、続いて

台湾、韓国が続く。国民全人口比の出国率は

日本の13.6％に比べ、５倍の71.5％にもなる香

港、３倍弱の36％である台湾人の来訪（JNTO

国際観光白書2007）は、一気に彼らに人気あ

る北海道へのリピートも加速していると言え

よう。また、仮説ではあるが、日本において

は団体旅行から個人化旅行への移行にほぼ20

数年要したものが、これだけの出国率で海外

旅行経験を積んでいる彼らは、個人化へ向か

う旅行の成熟度も速いのではないかとも考え

る。美瑛での二次交通⑯バスの乗り込み参加の

高さ、自転車などの体験増加、美術館への入

場など、旅行における目的意識が芽生えてき

たとも思われる行動パターンが報告されてい

る。

₄�　ニューツーリズム観光資源とその商品化

と観光化のモデル

　２章、３章では、マスツーリズム典型で

あった北海道もその変容が避けられない状

況が確認された。一方で、北海道における

ニューツーリズムの現状に関してはどうで

あろうかについて述べる。平成19年度ニュー

ツーリズム創出流通促進事業実証事業で採択

された道内事例はというと、５件、平成20年

は６件である。各地とも商品のモニター販売

を始めたところで、まだまだ揺籃期であり、

実例も少ない。今後の北海道観光における無

限の可能性について述べる為に、この論文で

は１章での記述の国土交通省主体でのこれら

事業を一旦、ニューツーリズム事業と選り分

けた上で対象を拡大し、マスツーリズムとは

異なり地域主体で創出された様々なツーリズ

ム観光資源すべてをニューツーリズム観光資

源と区別し定義づけする。その上で、国土交

通省によるニューツーリズム事業概要記載に

ある目的も確認すると、この創出だけでなく

流通促進にも重きを置いている。各地域など

には販売機能が殆ど皆無であることと、今後

の旅行業における発地マスツーリズムからの

転換を想定した位置づけによるものと考えら

れる。そこで、この研究は、北海道のように

典型的発地マスツーリズムで観光が変遷して

きた地域において、今後、地域主体で発掘、

推進されるニューツーリズム観光資源がどの

ようにコーディネートされ商品化され、着地

型観光商品としてどのように販売されるのか

に重点を置きたい。

　尾家建生によれば、着地型ツーリズム発生

のメカニズムは発地型一元論から二元論への

移行③とある。結果的に、主体は、今後、着地

型に徐々に移行すると考えられる。しかし商

品及び販売側から分析すると、現段階では経

過段階として、未だ、双方の要素を含んだバ

⑯�　二次交通：空港や鉄道の駅から観光目的地までの交通のこと。ローカル地域では、住民の交通手段はマイカー主体
であり、観光地へ公共交通機関に頼らざるを得ない顧客に対応。
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ランスの上に成り立っている。ようやく着地型

への動きの兆しが見受けられたばかりの北海道

観光の特性から捉えて、二元論で言う、発地と

着地、マスツーリズムとニューツーリズム、周

遊と滞在、個人と団体などの両面性は、現在の

ところ、２章、３章での記述のとおり共存して

いる。そこで、この論文では、経過段階ではど

のような商品と販売になるのかについて述べて

いく。現在の諸問題の解決を大前提にした上で、

今後のニューツーリズム観光資源の進展も想定

し分析したい。

　既に動きだした事例として、一般客個人旅行

のニーズにあわせた、いわばニューツーリズム

観光資源を横断的に捉えた北海道体験専門総合

サイトが１つ存在する。次世代のビジネスモデ

ルとして着目できることから具体的に述べた上

で考察したい。「北海道体験ドットコム」とい

うポータルサイトになるが、㈱北海道宝島旅行

社という会社が運営している。道内500アイテ

ムにも上る体験メニューに特化した各種着地情

報で、ニューツーリズムの観光資源を体験素材

と捉えて横断したサイトである。素材ではある

が、地域別、カテゴリー別、情報詳細の表現に

おいても演出工夫があり、何より体験業者の案

内人を地域の顔としてこころに訴える中身を備

え、観光の原点に沿ったクオリティ高いサイト

で、しかもコーディネートされたストーリー性

をもった、いわば旅行商品に限りなく近い。

　宿泊、航空などの骨格とは別に、周遊途中に

消費可能なものは、先に述べた北海道ドット

コムのような直販サイト販売でも可能であろう。

先述したマスツーリズム下の商品を購入し、体

験素材を購入した事で組み合わせただけだが、

言い換えれば、発地マスツーリズム下の個人化

商品と着地のニューツーリズム観光資源とが有

効に接続し、別々な導入経路で融合した事であ

り、まずは着地型商品販売基本構造の第一歩と

言える。

　また、発地商品の添乗員同行の募集型ツアー

であっても、道内各地でエコツアーを中心に

ニューツーリズム観光資源はオプショナルツ

アー⑰素材として販売されている。特に知床に

おける朝の散歩や流氷ウォークなどは、たとえ

ツアー全員が行かずとも重要目的なオプショナ

ル商品になっており、ツアータイトル使用など

で「つかみ」観光資源の役割まで果たしている。

顧客は北海道へは廉価な発地商品で遠方から効

率良く到着し、着地側商品で大きな目的を果た

す。知床の現地体験業者のNPO法人SINRAに

よると、バス単位の40人のうち旅行行動欲ある

顧客グループ３割くらいが参加され、適度なエ

⑰�　オプショナルツアー：ツアーの目的地などの自由時間を使っての現地発着の小旅行。30分程度から２時間、半日な
ど様々である。出発前か出発後現地で申し込むかなども様々である。

資料₄…北海道体験ドットコム ㈱北海道宝島旅行社ネットより
各体験素材をストーリー性持たせて解説したユニークなサイト
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コツアー人員構成で、発地、着地双方に現実的

なビジネスモデルを構築していると述べている。

もちろん、半日、２〜３時間のミニツアー周遊

や体験なども連泊地でのオプショナルツアーと

しても販売できるわけで、このようなオプショ

ナルツアーの構造は今後さらに重要になる。

　また先述した１泊４日スケルトン商品などに、

ニューツーリズム観光資源素材を付加、後泊な

どの宿泊単体のネットでの手配、さらには着地

型素材がセットされた宿泊プランなども販売シ

ステムとして有効である。実際に、知床のホテ

ルから、平成20年度の道外客の特徴として、宿

泊単体、体験セットプランのインターネット手

配の増加、それに伴う発地旅行会社シェアのダ

ウンが述べられている。発地マスツーリズムス

ケルトン商品＋宿＋宿体験セットプラン＋他素

材。などの図式にまで至れば、発地部分はスケ

ルトン商品でしかないため、旅行の中身そのも

のに影響力がなくニュートラルで、顧客にとっ

て、全体旅行商品におけるコアなウエイトは既

に着地に移行しており、このシステムの主題

は着地型商品であり、その販売モデルでもあ

る。全体から論ずれば、北海道を長年引っ張っ

てきた「マスツーリズム、マスツーリズム下商

品とニューツーリズム観光資源を含む着地型商

品との融合」でもある。地域主導、着地主導で

商品化した着地型商品と、従来通りのマスツー

リズム下の発地型観光商品との組み合わせを顧

客が行うことは、ビジターとホストとが主体性

を持ったまま交流し新しく何かを融合し、共通

の光を生み出すという「観光」の概念にすら当

てはまる。そこで筆者はこのようなシステムを、

「顧客による着地型商品の観光化」としたい。

これまでの流れを整理すると以下のようになる。

発地型商品＋北海道における着地型素材（商品）

＝顧客による北海道着地型商品の観光化

　商品の「観光化」に至るためには、着地型商

品は単なる素材が昇華できるだけのエネルギー

が必要である。言い換えれば、着地型素材商品

には、当然主役となる住民や彼らとのふれあい、

こころに接するなんらかの仕掛けや演出が備

わっていなければならない。この着地型素材と

の接点には、２通りある。まだ発地に居る段階

で接触する「出発前・目的型」接点と、出発し

てから行程途中での探索または、偶然による接

触で得た情報による「出発後・偶発型」接点で

ある。この章ではまず「出発前・目的型」とし

ての論旨を進め、次章で、「出発後・偶発型」

接点について述べる事にする。

　いずれにしても、顧客はそのような着地型情

報発信に接触できない限り、着地型「観光」商

品へと進めないわけで、先の北海道体験ドット

コムを始め、既に存在する「BEST� from北海

道」なども、どのようにヒット率を上げるか

である。今後の北海道観光プロモーションや

システム強化にも不可欠な切り口である。ただ

このサイトなどの存在で間違ってはいけないの

は、情報量、広告量が前提であれば、それはマ

スツーリズムがマスメディアの論理になるだけ

で、またもや地域を食い物にしてしまう。ただ

並べればいいと言っているわけでもない。北海

道旅行者が求めている情報は質である。先に述

べたとおり、「旭山スパイラル」で失った北海
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道の魅力である食、温泉、自然といった原点の

観光資源素材の確かな価値、マスツーリズムで

惑わされた偽物でなくホンモノの提供にかかわ

る情報である。さらに言えば、「観光」に向か

う本質である。地域住民や地域が見えるような、

こころに接する事が可能なような、顧客による

着地型観光商品化出来得るための素材の提供と

いう事にもなる。

　さらに、その情報発信構造の在り方であるが、

航空運賃＋基本宿＋着地側素材と仮定した時に、

全体金額の中で、あまりに航空運賃のシェアが

大きいのは本州客も訪日客も同様である。航空

運賃分だけはマスツーリズムのメリットを生か

した発地型商品で購入、着地側素材は様々なサ

イトに頼って検索し来日している。個人化のス

ピードが速いアジア近隣諸国向けの展開と、本

州客向け素材情報とでは、今のところむしろ同

じ歩調であるようにも考えられる。原点に返る

べき北海道観光とニューツーリズム観光資源の

進展など、方向性も同じであれば、言語が異な

るだけで、合理的にシステムを推し進められる。

着地型観光進展へ向けた重要な切り口であろう。

₅　広域と商品構造のモデル　寄り道観光

　今後の観光が、周遊から徐々に滞在型に移行

する事は不可避である。地域にとっても、じっ

くり時間を割いて観光してもらえれば、より深

い交流が増える事で、経済効果などあると想定

される。先章で述べた観光化を想定すれば、地

域の観光資源ばかりでなく、様々な人とのふれ

あいやこころの交流といった地域全体との関わ

りも重要な対象になる。この事を前提に、この

章では、北海道における地域の在り方、広域観

光施策をベースに考察し、問題解決へのモデル

を検討したい。

　元来、北海道は周遊観光であったため、広域

展開の観光プロモーションは全国に先がけてい

た。行政管区が一体であった事にもよるが、周

遊観光、隣接地域との関連なしであり得なかっ

たので、地域情報発信も道東圏などエリア単位

でのプロモーションが充実し、連携イベント、

二次交通などは調整機能が働き、より一層、周

遊観光ありきの広域観光を効率化していた。し

かし、航空網の千歳集約化に加え、滞在化や移

動距離短縮化が進むと、必然的に主要観光エリ

アが道央地区観光になる可能性が高くなる。道

東の周遊型は絶対量が減る推測に加え、１泊ず

つで移動していた宿泊が、連泊化や旅行日数減

となれば、２泊かゼロ泊で、勝ち組、負け組が

でき、やがては広域観光でのパートナーが北海

道内各地域独立の戦いに変遷してしまうことが

危惧されないだろうか。

　ここで、北海道における地域間における競合

と共存の関係とはどのようなものか考えたい。

たとえ宿泊地にならなくてもデータイムに滞在

時間を延ばして経済効果を生み出す仕組みづく

りをする事である。宿泊地も宿泊地で連泊滞在

を現実化し、近隣半日観光などの着地型ミニツ

アー参加で周遊面と日中の観光の深化を図るな

ども必要である。そこで考えられるのは「宿泊

としての阿寒とデータイムにおける阿寒」のよ

うに、ひとつの観光資源を挟んで宿泊地拠点と

しての存在と、データイムの通過拠点や昼食、

体験拠点としての存在とを両面に生かした、昼
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夜のデュアル対応の観光施策が必要ではなかろ

うかという事である。ここで一つ断っておくが、

今年度施行された観光圏整備法の概要に組み込

まれた広域連携、宿泊滞在地域と周辺地域とが

共存する理念は、宿泊拠点とデータイム拠点と

の連携という意味では同様の主旨である。ただ、

国土交通省の案に基づくと、北海道特に道東で

は、隣市町にも皆、宿泊が備わっているため、

お互いに共存を考えれば昼夜のデュアルモード

が必要と考えるという点を補足しておきたい。

　そこで、具体的な商品案を考える。平成19年

度５月新旅行業法施行において、着地型商品の

企画販売は注目されていた。しかし、道東にお

いて目立った動きとしては鶴雅グループが鶴雅

トラベルを設立し商品運営を始めた事くらいで

ある。しかも実際には、発地において付加した

商品による販売が主であり、まだまだ創生期で

ある。そこで、商品構造として参考になる隣町

弟子屈町における交通実験のデータとメディア

商品におけるレンタカー個人化商品の顧客アン

ケートの結果を踏まえて考察したい。

　平成19年６月に北海道運輸局が摩周屈斜路社

会実験実施協議会と行った「摩周・屈斜路環境

にやさしい観光交通体系構築社会実験」の実験

結果である。これは摩周湖をCO２排気ガスから

保護するために、シーズン中に国道の一定区間

でマイカーやレンタカー類の通行を禁止し、観

光と自然との共生や、従来の周遊通過型観光か

ら滞在時間を延ばすことによる消費誘発などを

模索する目的で、様々な問題点を考察する実験

であった。内容は、６月11日から17日までの８

時から17時まで、摩周湖周遊道路の弟子屈側と

川湯側でマイカー規制（貸切バスは該当せず）

を行い、それぞれから20分間隔で展望台へのバ

スを有料（500円）運行し、ボランティアガイ

ドが案内するなどのケアをして顧客の反応を見

るものであった。また同時に、各ゲートに付設

された駐車場において屈斜路湖畔や周辺を周遊

する別のバスコースを設定し、先の摩周湖展望

台までのバスを利用した顧客にはそのバスやレ

ンタサイクルを無料にするなどの設定をした。

結果的には摩周湖バス利用者が２か所で2,597

人、屈斜路バスが358人、両方利用した人が173

人であった。利用者は道外客が73.4％で（うち

85.2％が近隣で宿泊を伴う）、レンタカー客が

51.2％、マイカー客が43.1％であった。（データ

は摩周湖・屈斜路環境にやさしい観光交通推進

協議会提供）

資料５…観光交通実験ポスター
摩周湖・屈斜路環境にやさしい観光交通推進協議会提供
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　この他に併せて行った顧客アンケート結果も

重要である。まず、出費が伴ったにも関わらず、

このような趣旨での交通規制に大半の顧客は賛

成、好意的であった。特筆すべきは、利用者が

さらに必要なものとして、自然や周辺知識を高

めるネイチャーガイドツアー⑱や施設の充実を

希望する者が30％を超え、周遊バスやレンタサ

イクルの充実は48.6％にもなっている。もっぱ

ら周遊移動の行程は移動に徹するものだが、何

かのきっかけで一度ストップした時には、つい

でではあるが少しはじっくりその地域を観光し

てみたいという観光の深化への心理とも考えら

れる。

　この他に現地におけるボランティアガイド

によるヒアリングから顧客の声であるが、「結

局、北海道ではレンタカーでぐるっと周遊する

のだが、距離も長く、何もわからないまま、た

だ走っているだけ。人に触れ合う時間がないか

ら味気ない。だから、このような案内人のある

バス観光時間はありがたい」との事であった。

また、メディア販売Ｃ社における個人レンタ

カー商品アンケート中でも「北海道で最も印象

に残ったことは？」の問いかけに「道路沿いの

野菜売りの農家のおばさんとその景色」や「メ

ロン農家とのやりとり」という意外な回答が見

られた。結局、個人旅行化で思う存分マイペー

スで自由に走りたいというものの、現実的には

「地域とのふれあいのなさ」もストレスになる

のであろう。個人化の反作用として、今後、着

地側で運行するバスによる小旅行では、観光資

源ばかりでなく、素朴なふれあい案内や地元の

お年寄りなどとの接触が思いがけない大きな感

動をもたらすのであれば、このようなふれあい

を観光の基本に置く必要がある。

　また興味深い例として、Ｃ社の北海道バスツ

アーアンケートの評価で、どの景色に感動し

たかの問いに対し、73％もの顧客が畑とか、道

とか、防風林などの北海道における道路の途中

の景色にこころを動かされていた。景色のいい

道の途中でのストップとその空間でのふれあい、

さらに地域観光素材の提供をする舞台は単なる

寄り道だけでなく着地型観光商品の重要素材の

可能性を秘めている。

　今回は告知不徹底なため実績は不十分だった

が、屈斜路湖周辺周遊セットコースも設定さ

れていた。ふれあい、体験、昼食など様々な

組み合わせがこの車を止めたポイントで仕掛

けられる。新しい日帰り着地型商品構造そのも

のである。このコンセプトの着地型商品は、本

来のバス周遊客、レンタカー周遊客、マイカー

で回る道内個人客など全てを、ふれあいをキー

ワードにこのツアーバスのマーケットに成し得

る点で画期的であり、マイカーやレンタカー客

にも「地域案内人のついた周遊型のミニツアー

バス」として対応する。摩周湖という観光資源

から捉えれば日中通過型地域として拠点とその

周辺の、川湯温泉として捉えれば宿泊拠点から

朝晩に出発帰着すれば連泊顧客への数時間のふ

れあいバスとして、昼夜とも有効な着地型観光

商品が完成する。そのミニツアーこそがニュー

⑱�　ネイチャーガイドツアー：自然案内人が引率して案内する小旅行。ここではエコツアーなど本格的ではなく、ネイ
チャーリングの主旨に近い。
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ツーリズム観光資源素材を住民やふれあいを主

役にSTORY化し商品化したものである。隣接

市町村との間での着地型商品が一気に完成する

ことになり、そのいくつかの連携が周遊滞在機

能を踏まえた広域内共存の着地型商品のビジネ

スモデルではなかろうか。

　このような途中の景観を舞台にした観光で、

ニューツーリズム観光資源との接点、地域にお

ける共存と競合のバランスを模索した着地型観

光のモデルを、筆者は寄り道ツーリズムと称す

る。導入部はちょっとした寄り道でこそ味わえ

る北海道らしさと言えるが、観光資源とその周

辺を備に見れば、その途中、昼夜問わずその周

辺、さらに住民にまでに至り、地域全体が対象

になった観光である。顧客が感じているように

道の途中での感動。地域としてのこころ、ひた

すらに生きる姿、汗、そして笑顔、涙、日々の

こころの動き全てが関わる仕組みで、顧客は時

にそれを応援するかのようにも関わるなどした

こころの通いあい。そのようなまさしく「観

光」を目指せるような仕掛けは、こういった農

村景観など生活臭ある素朴な景観ポイントなら

ではの役割である。またこの場面設定こそ観光

にとって重要である。地域にとっては、まちづ

くり、顧客にとっては商品化がこの観光を通し

て進行する。先章における着地型素材や商品と

の接点として、まさしくこの寄り道ポイントは

「出発後・偶発型」接点の典型であろう。この

ようなものが、周遊のついでに、北海道にふれ

あい、「観光」につながる寄り道ツーリズムで

ある。

　Ｃ社が発見、命名した「網走感動の径」がこ

の好例で、マスツーリズムにおけるバスツアー

各商品でも、このような素朴な景色を組み入れ

た。名もない途中の景観をこれだけ観光資源

として引き揚げた実例はこれまでは稀であるが、

今後、北海道全域に広がりつつあるシーニック

バイウエイ事業⑲も後押しし、各地に誕生する

道端デッキなどでふらり立ち寄る事から始まり、

経済効果も期待でき各地域においても寄り道

ツーリズムの観光資源は道内で増加することに

なろう。

⑲�　シーニックバイウエイ（Scenic�Byway）　景観・シーン（Scene）の形容詞シーニック（Scenic）と、脇道・寄り道
を意味するバイウエイ（Byway）を組み合わせた言葉で、地域と行政が連携し景観や自然環境に配慮し、地域の魅力
を道でつなぎながら個性的な地域、美しい環境づくりを目指す施策である。アメリカの制度を参考に 2005 年度より
北海道にあった仕組みでスタート。2008 年８月現在７コースである。

資料₆…網走感動の径　野竹撮影 資料₇…女満別メルヘンの丘　シーニックデッキ　野竹撮影
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�₆　次世代北海道ツーリズムの可能性

　北海道観光における大きな影響を及ぼしたマ

スツーリズムを、その中でも典型的旧来型商品

である廉価周遊をメインにしたメディア商品の

変遷を通じて考察した。旧来の周遊型商品は個

人化も含めた分散化と非効率化が進行し、加え

て諸問題が存在している。一方、ニューツーリ

ズム観光資源も含めた着地型商品の販売がなか

なか進行しない状況ではあるが、４章で述べた

とおり北海道ならでは、スケルトン商品を軸に、

着地型商品を付加することから新しい商品モデ

ルへと動き出している。さらに５章では具体的

なビジネスモデルについて、地域間の在り方と

商品構造についても言及した。この最終章では、

北海道観光を大きく誘引してきたマスツーリズ

ムの典型であるメディア商品の功罪を、強化と

修正から浮かび上がる方向性とともに、観光の

本質に至る発地と着地との融合について考察し、

次世代の北海道ツーリズムについてのまとめと

したい。

　まず、メディア商品においての功績である

が、廉価販売誘客による北海道の季節を拡大し

た事が挙げられる。季節の狭間の商品設定で誘

客を刺激し、北海道の四季だけにとらわれない

六つにも八つにも相当する季節の多様性を示し

たことで、来訪頻度を増加させた事など最も効

力があったと考えられる。また一般的にハード

な行程ではあったが、行動範囲の拡大によって

「観光資源の多様性と、開発へ向けた機会」を

誘発した。さらに２章で述べたとおり、添乗員

同行型周遊商品の傾向は、新しい顧客ニーズを

捉えた高額客、廉価であるが頻度多く訪れた顧

客、通常客の３つに分類されるが、コアリピー

ターはどちらの層とも、顧客は「ただただ北海

道に居ることが嬉しく、心地よい」と言ってい

る点は注目される。しかし、メディア商品の場

合、顧客層にシニアが多く、このような気持ち

に至るまでが限界で、別情報での積極的な地域

に触れる体験企画にはさほど見向きもせず、そ

れ以上の進展はなかったが、この流れは着地型

観光へと移行する前段階には辿りついた。

　またメディア商品展開は「大衆の個人化」も

加速させる事ができた。ただ、この集客に留

まっていては再び廉価の戦いと質の低下を招く

事と、情報不足のままの個人旅行化推進になる

だけである。この大衆をスケルトン廉価型個人

商品プラス様々な着地情報検索ページに誘導す

るための仕掛けが重要でもある。

　以上、功績から分析する新しい北海道ツーリ

ズムの方向性のひとつは「時期と範囲による多

様性から地域深化による多様化へ」である。そ

の切り口こそ、ニューツーリズムの無限の多様

性への挑戦でもある。また、周遊型にも見られ

た高額層、廉価頻度型顧客層など着地型観光へ

の兆しとも捉える変化には、マスツーリズムで

は対応し切れていない。今後、着地型観光への

足がかりとして、現地で知床の例のようにオプ

ショナルツアーから始まり「出発後・偶発型」

接点での様々な対応を一歩進める事が肝心であ

る。

　次に、メディア商品の功罪における負の面か

らであるが、廉価商品のコスト削減のために

生じた質の低下、マスメディア反応で効果的な

方向に走ったため、安易な一時のブームを呼
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び、資源の短命化や未消化を生み出した責任は

多分にある。さらに、北海道観光の、本来であ

れば原点であった食、温泉、自然を曖昧にして

しまった。廉価便を使うがための過酷な行程で、

温泉もせわしなく入るだけ、上辺の自然をワイ

ドに繋ぎ合わせるだけで、まったく大きく原点

から離れてしまった。質の低下は真っ先に食に

影響を及ぼした。食べないわけにはいかないの

で、地産地消とかけ離れた質の低下である。宿

も遅いチェックイン、早いチェックアウトなの

で滞在期間も短く、メディア規格の施設設備に

ランクを落とした。この打開策については、コ

ストのかからない本物とは何だろうかが、回答

である。例えば、切り口は旬の素材、さらに自

然体で素朴なもてなしではなかろうか。本来の

観光のキーポイント復活に合わせて、その修正

とは、「北海道の本質の原点回帰と信用回復」

である。

　最後に、マスツーリズムと今後のニューツー

リズム観光資源、着地型観光との融合である。

４章の発地商品と着地商品との融合、５章の広

域における地域内商品構造、寄り道ツーリズム

など具体的に述べた。さらに商品も発地と着地

部分とを融合させれば、実際に地域全体が観光

対象になり、ふれあいや交流を行い、双方のこ

ころの交流に至る事が可能である。どちら側の

商品かという短絡的な問題でなく、「共有のこ

ころ」が生まれるわけで、新たなる北海道にお

ける観光そのものである。その着眼点に立った

着地型観光商品の創出モデルは、北海道とくに

道東地域における今後の深刻な地域観光政策の

モデルにもなり得る。

　新しい北海道ツーリズムとは、北海道観光が

マスツーリズムから地域が主体となる着地型

観光への模索をし続ける間の大きな方向性を示

すものである。それは、まとめ全体を通して述

べた「観光の深化・本質・融合」の三つのキー

ワードが語る「観光」である。地域全体が対象

のこのような観光は、地域の人々が日頃から大

事にしているもの、感謝、喜び、苦しみ、もが

き、誇りなど、「生活そのものにより近づいて

いく状態にふれる観光」へとさらに進化する。

発地型商品の構造を有効に利用し、着地型商品

の内容、地域風土のこころを組み入れ、しかも

顧客が個人個人で思いのままにその土地の観光

の光に相当する素材を融合させ、地域の個性あ

る「共有の光」を作って行く観光なわけで、新

しい北海道ツーリズム下の、具体的に述べたこ

のビジネスモデルの可能性は、北海道観光を名

実ともにイノベーションする可能性を秘めた次

世代ツーリズムになるのではなかろうか？
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１．はじめに

　観光産業は、関連産業への波及効果を除いて

も2008年の世界の総GDPの3.4パーセントを占

めると推測されており（WTTC　2008）、その

経済的影響力は今や自動車産業をしのぐものと

なっている。観光の発展には、雇用の創出、地

域振興、外貨獲得等の効果が期待され、世界各

国で“観光立国”を掲げた取り組みがなされて

いる。特に、東南アジア地域や南太平洋諸国な

ど、生活を支える柱となる産業や資源が乏しい

国や地域では、観光業の発展に大きな期待が寄

せられている。

　観光を取り巻く世界的な情勢の中で、日本は

どのような位置にあるのだろうか。平成20年版

観光白書によれば、日本の平成18年の国際旅行

支出は世界第５位、そして外国人旅行者受入数

では世界第30位となっている。日本も“観光立

国”に向けて取り組んでいるとはいえ、現状で

は世界有数の観光者送出国として位置づけられ

る。観光立国を目指す東南アジア地域の国々に

とっては、経済的に裕福で、距離的にも比較的

近い日本からの観光客をいかに呼び込むかが重

要な課題となっている。そして、政府への働き

かけや、日本の旅行会社に対して様々なキャン

ペーンを行うなど、日本人観光客の増加に取り

組んでいる。

　そんななか、先日、世界遺産に指定されてい

るフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィ

オーレ大聖堂に日本の女子大学生が落書きをし

た事が発覚し、大きく報じられた（毎日新聞６

月25日）。その後も落書きの発覚が相次いで報

じられたが、こういった落書きの例は観光者の

問題行為の氷山の一角にすぎない。以前から東

南アジアやインドでは、売春やドラッグを目的

とした観光が問題となってきた。また、観光者

の問題行為には、こういった違法性、非倫理性

が明らかな行為だけでなく、観光者の何気ない

行為が思わぬところで現地の人々の反感を買っ

たり、社会に悪影響を及ぼしてしまったりする

ようなものもある。日本で日常的に着用してい

る半ズボンやキャミソール姿のままでタイの仏

教寺院を訪れる観光客をよく見かけるが、その

ような行為がこの例にあたる。一部の有名な寺

院などでは、入り口で服装をチェックされ、不

適切であれば入場を禁止される場合もある。し

かし、そういったチェックの無い寺院であって

も、当然半ズボンで入ることは、信仰心の強い

現地の人々にとっては非常識な振る舞いであ

観光振興における観光倫理教育の必要性
－東南アジア地域の観光を念頭に－

宮本　佳範

二　席
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り、反感を買う行為である。観光客の立場から

すれば、せっかく観光に来たのに服装の問題で

入場できなければ残念なだけでなく、現地の

人々の反感を買うことも不本意なことであろ

う。このように、観光者の認識にかかわらず、

その行為が現地の人々に問題視される場合は多

いのである。

　観光立国を掲げる国々では、空港や道路、宿

泊施設など各種インフラ整備はもちろん、多様

化する観光者のニーズに応える新しい観光資源

の発掘やツアー企画、ガイドの育成などに様々

な取り組みがなされている。しかし、観光は、

観光者と現地の人々との良好な関係があっては

じめて成り立つものであることを忘れてはなら

ない。観光という場は、観光業に従事する者だ

けでなく、あらゆる場面で観光者と現地の人々

が接触する場である。現地の人々が観光者に好

意的でなければ、その観光地の印象が悪くなる

だけでなく、観光者に対する犯罪やトラブルの

増加につながることも考えられる。そうなれば

観光者にとって望ましい観光環境は損なわれ、

観光者の減少につながることだろう。つまり、

観光振興には観光者と現地の人々との良好な関

係に担保された安全な観光環境を構築すること

が不可欠なのである。

　観光者と現地の人々との関係が悪化する要因

には様々なものがある。例えば、政治的対立や

宗教的対立などもそのひとつである。そういっ

た場合は、個人の観光態度とは関係なく、特定

の国の人間、場合によっては外国人というだけ

で敵視されることもあるだろう。しかし、現実

に観光地でのトラブル、現地の人々が観光客に

対して反感を持つ場面を考えると、冒頭で挙げ

た例をはじめ、観光者自身の行為に問題がある

場合が多く見られるのである。現地の人々との

良好な関係を損なうような観光者の問題行為を

防止するための方策のひとつには、観光者が適

切な観光倫理を身につけることが考えられる。

そこで、本稿では、観光倫理に関する既存の研

究や観光倫理規範を概観した上で、主要な観光

者の問題行為の具体例を挙げ、それらの行為が

引き起こされる背景についての考察を通して、

観光者に求められる観光倫理のあり方について

考えていきたい。

₂．観光倫理研究および観光倫理規範

　観光に関する研究は、社会学や文化人類学、

経済学など様々な分野で（若しくは総合領域と

しての観光学として）、その経済効果や観光文

化、ホスピタリティ、観光資源開発や町おこし

など様々な視点から研究され、研究成果も蓄積

されてきた。しかし、観光者の観光倫理につい

ては、それらの研究の一部分でマナー改善の必

要性について言及される場合があるものの、そ

れを中心的テーマとした研究は極めて少ない。

観光倫理という用語自体、明確な定義が定まっ

ているわけではない。その定義自体十分検討す

る必要があるが、詳細な検討は他稿に譲るとし

て、本稿では差しあたり観光倫理を、“持続可

能な観光の実現に向け、観光対象となる文化や

自然の保全およびその地域に住む人々の生活・

感情に配慮した観光を行う上で求められる倫

理”と定義しておきたい。

　観光倫理に関する研究は、カナダやアメリカ
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を中心に、特にエコ・ツーリズム研究の一環

で、観光と環境倫理との関係や自然に配慮した

観光の在り方を示そうとする研究が比較的多く

見られる（例えば、Stark� 2002、Oyem� 2002�

など）。また、アリストテレスやハーバーマス

などの思想を応用して、観光倫理を哲学的に基

礎付けようとする研究も行われている（例え

ば、Jamal� 2004）。そして、� Fennell（2005）

は、観光倫理の哲学的背景や人間性に関する内

容やビジネスにおける観光倫理などの理論研究

から、セックス・ツーリズムやエコ・ツーリズ

ムなど様々な観光場面におけるジレンマや倫理

的問題に対し既存の道徳理論を応用する試みな

どまで、観光倫理に関する様々な研究を行って

いる。しかし、実践的な観光倫理に関しては観

光業者の活動に力点が置かれており、個人の観

光倫理に関しては哲学的な内容が中心となって

いる。また、Smith＆Duffy（2003）は、資本

主義、功利主義、新自由主義的といった西洋思

想に基づき経済的価値を優先した観光開発を行

うことの倫理的問題点を具体的に論じ、道徳や

倫理の相対性を強調し、西洋的価値観では見過

ごされがちな非経済的価値、つまり、文化や環

境の美的価値、ランドスケープや文化の倫理的

価値を重視した観光（観光開発）の必要性を指

摘している。ただし、ここでは観光（観光開

発）における倫理的諸問題を、主に近代化やグ

ローバリゼーションが内包する問題が具現化し

たものとして捉えた分析が中心となっている。

　以上のように、多くの観光倫理に関する研究

では、主に観光者（tour i s t）ではなく観光

（tourism）の問題として観光倫理を取り上げ

ている。つまり、観光者個人の行為ではなく、

観光開発に伴う伝統文化への影響や観光から得

る利益配分の不平等、観光開発に伴う自然破壊

の問題や経済的価値その他西洋的価値観（先進

国の要求）に基づく観光開発の問題、そして、

南北問題、新植民地主義といった問題など、観

光を取り巻く様々なマクロな背景の分析に主要

な関心が寄せられている。

　観光者個人の観光倫理に言及したものとして

は、Kazimierczak（2006）や塚本（1977）が

ある。Kazimierczak（2006）は、観光者によ

る現地への影響を防ぐためには、観光者の道徳

水準（moral�level）の向上が求められるとして、

後述する「観光のための世界倫理規範」の内容

について論じている。そして、塚本（1977）は、

（エコ・ツーリズムを念頭に）「社会的責任を

いかに観光客が認識し、理解するかが観光倫理

のもっとも重要な部分」とした上で、「生活者

へのインパクトをなくする観光のあり方」を考

える必要性を指摘している。しかし、両者とも

個人の観光倫理に言及しているとはいえ、具体

的な観光者の問題行為と、それを防ぐために必

要な観光倫理の内容までは論じていない。

　一方、観光者による問題行為の影響を重く見

た観光関連団体や人権擁護団体、キリスト教関

係団体などにより、観光者の観光倫理を具体的

に示そうとする試みが行われてきた。その先駆

けといえるものは、1975年にアジア・キリスト

教協議会（CCA）が、アジアにおける観光に

関する調査研究の報告書「観光：アジアのジレ

ンマ（Tourism:� the�Asian�Dilemma）」中で公

表した「旅行者の倫理コード」であろう。そし
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て、それに少し手を加えたものをインドネシア

のガルーダ航空がインドネシアに向かって飛び

立つ同社の旅客機の客席ポケットに入れるに

至っている（オグレディ� 1981）。また、1998年

には、ECPAT（子ども買春・子どもポルノ・

性目的の子どもの人身売買根絶国際運動）によ

り「子ども買春防止のための旅行・観光業界行

動倫理規範（Code� of� Conduct� to� Protect�

Children� from� Sexual� Exploitation� in� Travel�

and� Tourism）」が提唱されている。これは、

旅行業者の活動を対象に、子どもの商業的性的

搾取と闘うという観点から作成されたものであ

る（コードプロジェクト推進協議会� 2005）。買

春行為などはホテルや観光会社が協力して行っ

ている場合も多く、観光業に携わる者の責任は

大きい。しかし、買春行為も含め、観光者の問

題行為は観光者自身の判断による行為であり、

観光者自身に責任ある行動を求めることも必要

である。

　観光者の観光倫理を示した規範の代表的なも

のには、1999年にＵＮＷＴＯ（世界観光機関）

等が採択した「観光のための世界倫理規範

（Global� Code� of� Ethics� for�Tourism）」があ

る。観光倫理に関わる記述はArticle�1（相互理

解に関する観光の貢献）の中に記述されてお

り、特に観光者の観光倫理に関わる内容は次の

とおりである。

・�人類に共通な倫理的価値観（地域の多様性、

哲学的、道徳的信念への寛容と敬意）を醸成

することが責任ある観光の根本であり帰結で

ある。観光開発関係者や旅行者は、社会や文

化の伝統、少数民族や原住民を含めた全ての

人々の習慣をよく理解し、その価値を認識す

べき。

・�観光活動は、訪問国の特質や伝統との調和、

また法律や風習に配慮しつつ行わなければな

らない。

・�旅行者や訪問者は、訪問国の法律において犯

罪とされる、または犯罪と見なされる行動を

とってはならない。地元の住民に不快・有害

と思われる行為、また環境を破壊する行為を

慎まなければならない。

・�旅行者や訪問者は、訪問しようとしている国

の特性を、出発前によく知っておく責任があ

る。日常の環境と異なる旅先での健康や安全

に関するリスクを認識し、気をつけて行動す

るべき。

　この「観光のための世界倫理規範」の内容が

観光者に徹底されれば多くの問題行動の防止が

可能であろうが、現実として難しい側面もある

（詳しくは後述する）。またそれ以前に、観光

者自身が自らの行為の何が問題で、それが現地

にどのような影響を及ぼすのか、を正しく理解

している必要があるだろう。そういった観光者

の問題行為を防止する上で必要な要素について

論じる前に、まず観光者の問題行為の具体例を

示しておきたい。

₃．観光者の問題行為について

３．１　問題行為の具体例

　観光者の問題行為の代表的な例を以下に掲げ

た。これらの中には問題行為として一般的に認

識されているものだけでなく、問題行為として

あまり認識されていないものもある。両者と
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も、観光倫理を考える上で必要な事例である。

もちろん、他にも様々な問題行為があるだろう

が、以下の例だけでも観光倫理について論じる

上で必要な具体的な問題行為のイメージをもつ

ことができるだろう。

①�ドラッグ：観光者によるドラッグの使用は、

主に1970年代にヒッピーがドラッグを入手す

るために東南アジア地域やインドを目指すよ

うになって以降に問題とされてきた。現在は

ドラッグの取締りが強化されており以前ほど

広まってはいないともいわれているが、2005

年に筆者がバンコクを訪れた際には、夜の繁

華街ではドラッグの売人に声をかけられ、ま

た、ゲストハウスでもマリファナを吸飲する

観光者を多く見かけた。現在でもいかに観光

者がドラッグを簡単に手に入れることができ

るかがわかる。

②�買春：東南アジア地域では、観光者による買

春も以前から問題とされてきた。もちろん東

南アジア地域でも買春・売春は違法である

が、松井（1993）は軍や警察、政治家等に売

春の利益が流れている場合もあり、取締りが

効果をあげず、日本や欧米からの観光者によ

る買春がいかに広く一般的に行われていたか

を報告している。買春のなかでも特に、子ど

も買春は子どもの人権を無視した悪質な行為

として国際的に非難されている。そういった

流れを受けて、タイでは「1996年売春防止・

禁止法」が公布され、売春に該当する行為が

明確化されるとともに、以前には無かった子

ども買春者に対する罰則が設けられた（東南

アジア刑事法研究会� 1999）。ドラッグ同様、

買春・売春も各国で規制が強化されつつある

が、現実としては現在でも広く行われてい

る。

③�悪質ないたずら行為：冒頭で触れた落書き等

の悪質ないたずら行為も後をたたない。落書

き以外の例としては、珍しい野生動物を追い

かけたり、仏教遺跡で首のとれた仏像に登り

自分の首をそこに据えて写真を撮ったり、現

地の文化、人々を中傷するような日本語をふ

ざけて覚えさせるなど様々な行為がある。こ

れらの行為は観光者とすれば軽い悪ふざけに

過ぎないかも知れない。しかし、貴重な自然

や文化財、そして現地の人々の心を傷つける

ものであり、観光者に対する反感を生む悪質

な行為である。

④�現地離れした金銭感覚による購買行為：観光

者が観光地で多額の購買行為を行うことは観

光産業振興のメリットである。しかし、個人

旅行者やツアーの自由時間などに、観光者を

ターゲットとしたホテルやみやげ物屋ではな

く、現地の人々が日常的に利用するような商

店、屋台、乗り物を利用する際に、相対的に

裕福な観光者が現地離れした金銭感覚で購買

行為を行う場合に問題となる。具体的には、

ある商品やサービスを購入する際に、その価

格を日本円に換算して“安い”と思えば、現

地の人々が同じものを購入する価格と比較す

ると実際にはかなり割高であることに気づか

ないまま、購入する場合である。この場合、

為替レートで母国のお金に換算した額と、実

際にその額が持つ現地での価値の違いが考慮

されていないことが問題である。もちろん、
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そういった購買行為自体は当然違法行為では

ないし、高値で買ってもらった者には喜ばれ

る行為である。むしろ、極めて高値で買わさ

れた場合（いわゆる“ぼったくられた”場

合）、観光者は一般的に被害者とみなされ

る。その場合でも、多少腹が立つとはいえ、

母国の金額に換算すればさほど痛手でもな

く、大した問題ではないと考える人もいるだ

ろう。しかし、現地離れした金銭感覚での購

買行為は、その観光者にとっての被害の有無

にかかわらず、それが現地の一般の人々の生

活や他の観光者に影響を及ぼすという意味で

問題となる。観光者が現地離れした金額で購

買行為を行うことは、その地域の物価上昇に

つながり、観光者と関係を持たない一般の

人々の生活を苦しめることになる。また、観

光客相手の“ぼったくり”を儲けさせてしま

うことは、地道に働くより観光者相手に不当

な利益を上げようとする者を増加させること

につながる。そして、それは観光者相手のさ

らなる犯罪行為を生み出す温床にもなり、他

の観光者の安全が脅かすものとなるのであ

る。

⑤�立入禁止区域への侵入：観光地では、自然保

護や文化財保護、観光者の安全、政治的理由

などにより様々な形で立入禁止区域が設けら

れている。また、東南アジア地域に存在する

貴重な遺跡の中には日本のように管理が行き

届いていないものも多く、明示的に立入禁止

区域が設定されていない場合や、簡単なロー

プや現地語での注意書きにとどまっている箇

所も多い。そういった区域に侵入すること

は、貴重な文化財の破損につながり、また、

自然が観光対象である場合はその自然に重大

な被害を及ぼす可能性もある。現地の大切な

観光資源の破損につながるそういった行為

は、現地の人々の反感を買う行為でもある。

それだけでなく、2008年に北朝鮮の金剛山地

区に観光に訪れていた韓国人が、北朝鮮が設

けた立入禁止区域に200ｍ程侵入し、射殺さ

れたニュースが報じられたが（毎日新聞７月

12日）、このように、観光者の意図にかかわ

らず、観光者自身にとって思わぬ最悪の結果

につながることもあり得るのである。

⑥�宗教的、文化的問題行為：典型的な例は、イ

スラム教徒の多い地域を観光する際に、観光

者（特に女性）が自国での服装と同様な服装

（現地の常識では露出が多すぎる服装）で観

光したり、敬虔な仏教徒が多い地域（例えば

ルアンパバーンなど）で、観光者が道路で

お坊さんの前を平然と横切ったりして、現地

の人々の反感を買う場合などである。また、

ベトナムでは１歳未満の赤ちゃんに対して

「かわいい」などとほめ言葉を使うことは、将

来その子に不運をもたらすと考えられ、タブー

となっている（地球の歩き方編集室�2006）こ

とを知らずにそれを行うことは、観光者の意

に反して相手の気持ちを害してしまう。この

ように、観光者の母国の常識では特に問題だ

と思わない行為であっても、それが観光対象

となる地域の慣習等に反し、不本意に反感を

買ってしまうような場合も多いのである。

⑦�奔放な行動様式：観光者の日常生活とかけ離

れた奔放な行動様式が現地の若者たちに与え
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る影響（デモンストレーション効果）も問題

視されている。オグレディ（1981）は、デモ

ンストレーション効果は、ヒッピー旅行者

（現代では、バックパッカーをイメージすれ

ばよいだろう。）が現地の習慣を採用しよう

とする気持ちと現地の若者が西洋の習慣を身

につけようとする気持ちが重なることから生

じるという。そして、現地の若者が西洋の価

値観のうち採用したいと考えるのはしばしば

その文化の最悪の部分、最も退廃的なもので

あり、貧しい社会の若者達がのんきな若者旅

行者のまねをしだすと、その地域の社会すべ

てが大きな脅威に直面すると述べている。ま

た、合田（2004）は、1970年代当時、バリを

訪れる観光客の中にはヌーディストのような

行動をするものも多く、若い島民や子供達の

好奇の目を集め、親や年配者を困惑させ、そ

して、当時のバリの社会学者等の関心を集め

た研究テーマが「観光がバリ島の青少年に与

える教育上の悪影響」であったことなどを報

告している。Hudman&Hawkins（1989）も

観光による負の影響（cost）として、観光地

に外国の商品やライフスタイルが持ち込まれ

ること、一時的な観光者の行う行動を現地の

若者が安易に受け入れてしまうことを、性的

な解放、宗教的な伝統の消滅といった影響と

ともに挙げている。

⑧�問題のある写真撮影：旅先で多くの観光者

は、目にした物、風景、人々を写真に撮り、

思い出として残そうとする。写真撮影そのも

のが旅の目的の一つともいえる。しかし、観

光地として知られた場所であっても宗教的施

設の一部や美術館内など、写真撮影が禁止さ

れている場合も多い。しかし、そういった場

所で堂々と、若しくは監視の目を盗んで撮影

する観光者の姿もよく見かける。また、少数

民族観光などで観光者に見られることを前提

としていない住民の日常生活の様子をあから

さまに撮影したり、貧しい人々が集まる地区

で彼らの様子を撮影したりすることも、相手

の気持ちを考えれば好ましい行為でないこと

はわかるであろう。また、イスラム教徒の女

性などのように写真に映ること自体が良くな

いとされている場合もある。人々をむやみに

撮影することは、撮られる側に不快感を与え

る行為といえる。

３．２　観光という文脈で捉えるべき問題か

　橋本（1999）は、観光研究においては、研究

する事象が観光という文脈特有の問題か否かに

留意する必要があると述べている。では、ここ

で取り上げた観光者の問題行為は観光という文

脈特有のものであろうか。ドラッグや売買春な

どは観光地に限られた問題ではなく、一般的な

犯罪や倫理・道徳に関わる社会問題の一つであ

る。確かに、これらの問題には観光場面に限ら

ず共通する問題構造や社会背景もある。しか

し、悪質ないたずら行為など日常生活では行わ

ないのに観光という特殊な状況においてのみ

行ってしまったという場合や、母国では合法的

な風俗店にすら足を運ぶことのない人たちが、

バンコクを訪問した際には風俗店に足を運び、

さらに買春してしまう場合を考えると、そう

いった観光者の行動は、観光場面に特有の現象
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ともいえる。したがって、観光者の問題行動を

観光という特殊な状況との関係で研究する必要

があるといえる。

₄．問題行為の要因

　以上のような観光者の問題行為を引き起こす

背景となる要因にはどんなものがあるだろう

か。以下、主要なものを６項目に分けて列挙し

た。なお、それぞれの要因が特定の問題行為と

１対１で対応しているわけではなく、一つの問

題行為には複数の要因が関与して引き起こされ

ると考えられる。

①�文化的、経済的無知：イスラム教国を女性が

露出の多い服装で訪れたり、半ズボンやキャ

ミソール姿で仏教寺院を訪れたりすること

は、文化的無知による部分が大きい。ヌー

ディストのような行動をとったヒッピーたち

が「南国の島民は田畑で働くのも海でたわむ

れるのも裸でするものだと誤解していた」

（合田� 2004）というような勝手な思い込

み、南国＝ユートピアといった幻想も、文化

的無知に含まれるであろう。また、現地離れ

した貨幣価値感覚の問題も、現地の物価、貨

幣価値の実情に関する無知によるといえる。

これらの訪問国に関する情報は、事前に調べ

ることができるものもあるし、また、現地の

人々の行動を観察することである程度身に付

けることができる。つまり、無知そのものと

いうより、観光を楽しむだけで、現地の人々

の金銭感覚や習慣を学び、それに合わせた行

動をとろうとする意識の欠如こそが根本的な

問題といえるかもしれない。

②�行き過ぎた観光欲求、冒険心：ツアーによる

団体観光客はもちろん、貧乏旅行を自負する

バックパッカーであっても、航空運賃などそ

れなりに高額な出費をして観光に訪れてい

る。会社員であれば短い連休をつかって日程

的にも無理して来た人も多いだろう。そう

いった理由から、「せっかく来たのだから」

とあますところなく観光しようとする観光者

心理が働くことは理解できるし、それ自体問

題ではない。ただし、それが過度になり、ま

た冒険心や人と違った観光をしたいといった

欲求などが加わり、問題行為につながる場合

がある。例えば、一般の観光客が入らない遺

跡に潜り込んだり、登ったり、観光者の目に

触れることを前提としていない人々の日常生

活を覗き見ようとしたり、自然を対象とした

観光では少しでも自然に触れようと観光用の

散策路から少しはずれて野生動物との遭遇を

求めたりする行為などである。それらが明示

的に禁止されている行為である場合はもちろ

ん、仮に明示されてなくとも常識的にその行

為に問題があると知っていても、「せっかく

来たのだからと」と観光欲求、冒険心等を優

先してしまい、その行為を行ってしまうので

ある。

③�非日常性への甘え：佐々木（2005）は、観光

者が観光中に良いと感じる経験が「開放感」

の経験、「娯楽感」の経験、日常性を離れた

「異質感」の経験、スリルなどのめったにな

い「緊張感」の経験であることを明らかにし

ている。また、オグレディ（1981）は、売春

の背景として、旅行中の観光者が「通常の道
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徳的緊張から解放される」ことを挙げてい

る。こういった異国という非日常的な場面で

の開放（解放）感などにより判断力が低下

し、根拠もなく「ここなら許される」という

感覚を抱くことが、日常では行わないような

問題行為を旅先で行ってしまう理由の一つと

して考えられる。旅行中に買った土産物など

を帰国後どうして買ったのだろうと反省した

経験など、旅行中になんとなく浮ついた気分

になったり、気が大きくなったり、判断力が

低下した経験は、誰しもあるのではないだろ

うか。確かに、旅行中における正常な（日常

生活場面と同様な）判断力の欠如は観光者の

問題行動の一因と考えられる。しかし、「旅

行中で判断力が鈍っていたから仕方ない」と

いう責任逃れは許されない。私は、観光者が

問題行為を行う際には「非日常性への甘え」

があると考える。

　�　日常生活場面から離脱した観光中の状況

は、シュッツ（1932）の「限定された意味領

域」の概念で説明できる。つまり、「限定さ

れた意味領域」としての旅先という状況は、

「至高の現実」である日常生活の世界におけ

る関係性から独立し、物理的にも独立した文

字通り別世界のように認識し得る状況なので

ある。別世界であるがゆえに、日常生活の世

界に適用される判断基準、倫理基準すらも適

用外とすることができる。日本では「旅の恥

は掻き捨て」といわれるが、それは「旅で

は、知っている人がいないから、どんなこと

をしても恥辱にならないの意」である（広辞

苑第六版岩波書店）。旅先という非日常性そ

のものが“恥”を（心理的に）肯定する根拠

となっているのである。つまり、地縁、血

縁、職業的なつながりがあり、知人に取り囲

まれ、これからもそこで生きていくであろう

生活の拠点で“恥”とされる行為を行う場合

と異なり、旅先での“恥”は旅行中の一時的

なものであり、日常生活の世界におけるこれ

までの、そしてこれからの自分の名誉を何ら

傷つけるものではないから、結果として“許

される”という認識である。それこそまさに

「非日常性への甘え」といえる。

④�問題性の過小評価、問題となる理由の誤認：

私は以前、エコ・ツーリズムとしての登山を

論じた際に、登山者が問題行為を行う際の思

考に、自分の行為の自然への影響を過小評価

する“影響の過小評価型”発想、そして、自

分の行為は禁止されているものではあるが、

その行為が禁止されている理由を理解してお

り、その理由に抵触しないように適切に配慮

しているので問題ない、という判断に基づく

“勝手な判断による合理化型”発想の２種類

があることを述べた（宮本� 2007）。このよう

な思考は、登山者の問題行為の場合に限ら

ず、観光者が禁止されていることを認識して

いる行為を行う場合にもみられるものであ

る。

⑤�旅行者の優越意識：東南アジア地域の観光に

おいては、豊かな観光者送出国、貧しい観光

者受入国という構図が成り立っている。日本

では普通の会社員でも東南アジアの一般の

人々と比べれば圧倒的な金持ちである。そし

て、観光中はそれを実感することとなる。
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根橋（2004）は、「世界経済」の中核である

西洋から、辺境である東洋にやってくる観光

者たちのまなざしが、東洋に対する西洋の優

越性を意味するオリエンタリズム的視点に基

づいていることを強調している。西洋的近代

化に成功し、経済的に西洋諸国を追い越す成

長を見せた日本の観光客が発展途上の東南ア

ジア地域を観光する際にも、オリエンタリズ

ムに似た、一種の優越意識があるといえるだ

ろう。貧しい姿をした人々にカメラを向けた

り、寄ってくる人々に対して必要以上に横柄

に接したり、現地の人を見下したような態度

で接したり、そういった行為が「許される」

と考えてしまう観光者の思考に、その優越意

識が潜んでいるといえる。

⑥�情報の氾濫：現在、東南アジア地域で売春や

ドラッグ等の問題行為を実際に行おうとする

場合に参考となる情報は、出版物やインター

ネットを通じて簡単に得ることができる。そ

れらには、直接的に問題行為を行うノウハウ

を解説したものだけでなく、旅行記のような

形式で、著者の経験、著者の出会った旅行者

の体験談として買春方法やドラッグの入手方

法などが示されているものも多い（例えば、

売春事情に関する書籍：八雲� 1995、ドラッ

グ事情に関する書籍：草下� 2006、など）。ま

た、悪質ないたずら行為に関しても、決して

やってはいけないと言いつつ著者自らが首の

とれた仏像に自分の首を据えた写真を表紙に

載せた書籍（丸山� 2007）なども出回ってい

る。もちろん、問題行為を推奨することが著

者の意図であるとは限らず、ここではこう

いった書籍等の存在を問題視しているわけで

はない。その内容を利用、または模倣するか

どうかは観光者の倫理的問題である。しか

し、問題行為に興味を持つ観光者が実行する

上で参考になる書籍等の存在は、問題行為が

広く行われる背景の一つとなっているといえ

るだろう。

₅．観光倫理教育

５．１　観光者への教育の必要性

　本稿で取り上げた具体的な観光者の問題行為

およびその主な要因を踏まえた上で、観光者に

よる現地への悪影響を予防しつつ観光者を受け

入れるためにはどのようにすればよいだろう

か。観光者の行動や価値観が現地の若者に及ぼ

すデモンストレーション効果を問題視していた

オグレディ（1981）は、「観光地は、地元の

人々の日常生活の場から切り離されるべき」だ

とし、「観光の範囲をできるだけ制約するこ

と」、具体的には「空港から、観光客をできる

だけ早く観光地に送りこみ、異国情緒の中にひ

たらせ、許可された区域以外での地上交通は禁

止し、定めのときがくればさっと飛行機に乗せ

て、次の夢の国へと送り出す」ことが必要だと

述べている。それはまさに現地の人々と関わり

を持たないマス・ツーリズムの典型ではないだ

ろうか。しかし、マス・ツーリズム自体は、

オグレディ自身“移動式閉鎖社会”と表現して

批判しているところである。マス・ツーリズム

の弊害を克服する観光スタイルとして、現地の

人々と交流し、文化理解を深めるような観光形

態が注目される今、観光者の行動範囲を制限す
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るという対策には疑問を感じざるを得ない。ま

た、観光者の行為に問題があるにもかかわらず

観光者受入国側のみが対策を講じるならば、観

光振興と観光者の増加による悪影響は観光地の

ジレンマとして存在し続けるであろう。した

がって、観光者への何らかの協力を求めること

が必要であり、観光者も観光から恩恵を得てい

る以上、協力する義務があるといえる。

　では、観光者が行うべきことは何だろうか。

「観光のための世界倫理規範」では、観光者

が、社会や文化の伝統、少数民族や原住民を含

めた全ての人々の習慣をよく理解すべきであ

り、そして観光活動は、訪問国の特質や伝統と

の調和、また法律や風習に配慮しつつ行わなけ

ればならないと述べられている。確かに、この

内容にしたがって行動すれば、多くの問題行為

を防ぐことができるだろう。ただし、観光者は

観光するにあたりどのような点に注意しなけれ

ばならないのか、どのような行動を慎まなけれ

ばならないのか、を具体的に示さなければ、観

光者の行動につなげることは難しいだろう。

　また、それ以前に、観光者が現地の文化、習

慣に合わせた行動をとり、人々の感情に配慮し

た観光を行う必要性を十分認識していなければ

ならない。しかし、良心的な観光者であって

も、問題となる理由を誤認している場合はもち

ろん、無意識的な優越意識の存在や母国では常

識的な行為が現地の人々の感情を害してしまう

可能性、何気ない行為が現地の人々の生活に影

響を与えてしまうことなどを自ら認識すること

は難しい。したがって、観光者自身が現地の文

化や習慣を学び、それに合わせ、現地の人々の

生活や感情に配慮した観光態度を身につけるこ

との大切さを知るためには、観光者の自主性に

任せておくだけでなく、外部からの何らかの教

育的介入が必要となる。そこで、次に観光者の

問題行為を防ぐために必要な教育の内容につい

て考えていきたい。

５．２　観光者に必要な教育内容

５．２．１　自らの行為が及ぼす影響の理解

　観光者が訪問する国や地域の文化・習慣を理

解し、現地の人々の生活や感情に配慮する必要

性を認識することは容易ではない。観光者の立

場からすれば、ただレジャーとして観光に来た

だけで、短期間しか滞在しないのに、なぜ現地

の人々の習慣を理解し、それに合わせなければ

ならないのか、また、買春やドラッグなど明ら

かに違法性のある行為を除けば、レジャーとし

て気分転換に来ているのだから、母国でかせい

だお金を使って自由に楽しんで何がいけないの

か、高額な支出を伴って来ているのだから…、

といった思いもあるだろう。

　塚本（1997）は「社会的責任をいかに観光客

が認識し、理解するか」を観光倫理の最も重要

な部分として述べているが、その前段階として

の客観的事実認識の段階が必要である。それ

は、観光者自身が、観光者の具体的行為との観

光地への影響の因果関係を正しく理解すること

である。その理解ができてはじめて、自らの社

会的責任を自覚し、自らの行動を律する必要性

を認識することができるのである。

　具体的には、自らの観光中の行為の何が問題

で、それが現地の人々の生活、文化にどのよう
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な影響を及ぼしてしまう可能性はあるのか、現

地の人々の目にはどのように映るのか、自国で

は常識的な行為であっても文化の異なる地域で

はそれが問題行為となる可能性があることなど

を知り、自らの観光行動の問題点を具体的に理

解しなければならない。この理解が欠ければ、

悪意の無い観光者が自らの行為に問題があるこ

とを知らないまま問題行為を行ってしまうこと

になる。これは、観光者が訪問する国や地域の

文化・習慣を理解し、現地の人々の生活や感情

に配慮して観光しようとする動機に関わるもの

であり、最も基礎的な理解といえる。

　この理解を促すためには、観光は観光者個人

にとって非日常的・一時的な行為であるとして

も、日々観光者が訪れる観光地にとっては、

（集合体としての）観光者の存在はまさに日常

の一部であることを認識することが重要といえ

る。観光者個人が“非日常性への甘え”から

ちょっとした問題行為を行ったとしても、現地

の人々にとっては異なる観光者によって同じ行

為が繰り返されてその影響が累積し、大きな影

響を受けることとなる。この視点に立って、自

らの行為と、現地の文化への影響や観光対象物

への被害、現地の人々の反感との因果関係を理

解する必要がある。観光者にとって、観光中は

日常生活から脱した時間であり、日常生活にお

ける勤勉さといった価値観や倫理観から解放さ

れた時間を過ごしたいという気持ちもわかる

が、現地の人々にとっては日常であることを理

解し、自らの観光態度を見直すことができれ

ば、問題行為の予防につながるであろう。

５．２．２　文化、習慣、生活水準等の理解

　自らの行為の及ぼす影響を知り、自らの観光

態度の問題点を認識すれば、おのずと訪問しよ

うとする国の文化、習慣、庶民の生活水準、金

銭感覚等を学ぶ必要性が理解できるだろう。団

体旅行であればその主催者が参加者に事前に文

化、習慣等について解説することもできるが、

基本的には観光者個人が自分の目的地に関して

自主的に学ぶことが求められる。とはいえ、文

化、習慣、生活水準などのすべてを理解するこ

とは不可能であろう。数カ国を訪れる場合はな

おさらである。最低限、政治的・宗教的な忌諱

事項、影響の大きな習慣の違い、為替レートに

より母国の通貨に換算した価格が観光者にとっ

ての価値とその現地での価値が大きく異なるこ

とを念頭に置き、主要な物の現地価格、現地の

人（例えば公務員など）のおおよその月収など

の知識を得るだけでも、それを観光時の行動の

判断基準とすることができる。また、訪問する

地域に関する理解が不十分な場合も当然想定さ

れるため、以下に示す一般的な観光倫理を学ん

でおくことが重要となる。

５．２．３　観光倫理

　観光者の問題行為の要因を踏まえれば、観光

者に現地の文化、習慣を尊重し、人々の感情や

観光対象物の保全に配慮した観光態度を形成す

るためには、訪問国の文化や習慣に関する知識

以上に、観光者が適切な観光倫理を身に付ける

ことが必要であることがわかる。具体的には次

のような内容が考えられる。

　まず第１に、観光で訪問した地域がいかに貧
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しく、または前近代的生活様式を続けていたと

しても、経済的に裕福な国に生まれた観光者が

決して彼らより人間的に優れているわけではな

いという認識を持ち、あくまで観光させても

らっているのだという謙虚さを持つことであ

る。観光者は、東南アジア地域を観光する中

で、華やかな観光地のすぐ近くであっても、近

代的な生活を送る観光者の母国では考えられな

いような簡素な家に住み、貧しい生活を送る

人々が多く存在する現状を目の当たりにするだ

ろう。そして、現地の人々よりも自分がいかに

経済的に裕福であるかを実感することになる。

その過程で、オリエンタリズム的な優越意識の

ようなものが形成され、現地の人々より上に

立った態度で接してしまうことも考えられる。

また“客”としてもてなされ、優遇されるうち

に、傲慢な態度が身についてしまう場合もある

だろう。頭では対等な関係だと理解していて

も、知らず知らずのうちにそういった態度で現

地の人々と接してしまっている可能性があるこ

とを、観光者は自覚する必要がある。そして、

訪問地の文化、経済水準等にかかわらず、友人

の家を訪問したときのように、歓迎をされつつ

も、訪問者として謙虚に振る舞うよう心がける

だけでも、意図的でない問題行為の多くを避け

ることができるだろう。

　第２に� 、母国では行わないような行為を、

漠然と「旅先なら許される」と考えてしまい行

うことは単なる“非日常性への甘え”にすぎ

ず、許されるものではないことを認識する必要

がある。観光者にとって旅行中がいかに非日常

的な場面だとしても“旅の恥は掻き捨て”的発

想に倫理的根拠は無い。そして、現地の人に

とってはまさに日常の一場面であることを考慮

すれば、観光者にも母国における場合と同様の

倫理基準に基づいた行動が求められるのであ

る。また、東南アジア地域がドラッグや売春を

目的とした旅行先として広く知られ、現実に多

くの観光者がそれらを行っているとしても、こ

の国ならそれほど罪のあることではないのでは

ないか、となんとなく違法行為への敷居が低く

感じられるその思考にも当然倫理的根拠は無

い。むしろ、母国では行わないそういった行為

を許してしまう自分の心の中に、東南アジア地

域が先進国の植民地であったという歴史、経済

的格差のある現在の状態を反映した優越感や偏

見のようなものが潜んでいる可能性があること

を自覚する必要がある。また、旅先では自らの

判断力が鈍り、浮ついた状態になりやすいとい

う自覚を促す必要もあるだろう。

　第３に、訪問国では自国の慣習、常識と大き

く異なっている可能性があることを十分認識

し、現地の人々の行動を観察し、見習い、合わ

せ、その行動パターンを尊重しようとする姿勢

が大切である。前に述べたとおり、事前に現地

の文化を理解しておくことは必要であるがそれ

には限度がある。これは、文化の理解が不十分

な場合に行動する際の指針となる。特に観光者

にとって問題行為としての認識が無い行為で不

本意に現地の人々を不快にさせてしまっていた

ら、双方にとってマイナスである。観光客はた

だでさえ外国人として目立つ存在であり、さら

に現地の風習から過度に逸脱した行動をとるこ

とにより現地の人々の感情を害することが無い
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ように行動しようとする姿勢が重要である。

　観光者に求められる観光倫理については以上

がすべてではなく、今後いっそう様々な事例に

基づき検討していくことが必要であろう。そし

て、観光対象となる文化財や自然を大切にし、

現地の人々の文化や習慣、生活および感情など

に配慮した観光態度を身に付けることが求めら

れる。

₆．おわりに

　観光振興を考える際には、観光者を迎えいれ

るためのインフラ整備や観光資源開発、ツアー

企画やマーケティングなどに関心が集まりがち

である。そういった中で、本稿では、観光振興

を進める上では、観光者と現地の人々との良好

な関係に担保された観光者が自由に行動できる

安全な観光環境を構築することが不可欠である

ことを強調してきた。

　では、それは誰が中心となって行うべきだろ

うか。観光産業が発展すればその国や地域への

経済効果等が期待されることもあり、観光開発

は主に利益を得る国や地域が中心になって進め

られる。観光者と現地の人々の良好な関係を築

くことも、観光振興に向けた観光環境整備の一

環と捉えれば、ホスト国が中心となって行うも

のと考えることもできる。例えば、2008年の北

京オリンピックを前に中国は、世界各国からの

観光客を受け入れるにあたって、外国人観光客

とのトラブルを防止し、彼らが中国に対して好

印象を持つように、北京市民にマナー改善を呼

びかけている。例えば、列の横入り、道につば

を吐く行為といった日常的な振る舞いから、初

対面の人に年齢や既婚か未婚か、その他プライ

ベートな内容を聞くことは中国人同士では一般

的であっても外国人は不快に感じる可能性があ

るから避けるべきであることまで、外国人観光

者の視点から市民の意識改革に取り組んだので

ある。この例は、オリンピックという一時的な

イベントに向けた取り組みであり、また近代国

家としての姿を世界に示すことが真の目的で

あったとしても、ホスト国側が、観光関連事業

者だけでなく、一般市民に対しても観光者と接

する際のマナー改善に向けた啓発を行った事例

として注目すべきものである。また、観光者と

接する際の振る舞いについては、ホスピタリ

ティの視点から観光関係者や地元住民に指導さ

れる場合もある。

　しかし、観光者と現地の人々との関係を悪化

させる要因が、現地の人々の行為ではなく、観

光者側の行為にある場合が多く存在すること

は、本稿で取り上げた事例だけでも明らかであ

る。したがって、ホスト国側の取り組みだけで

は観光者と現地の人々との良好な関係を構築す

ることは難しく、観光振興と観光者の増加によ

る悪影響はホスト国にとってジレンマとして存

在し続けることになる。また、観光産業の発展

はその地域への経済的利益が期待されるとはい

え、実際には多国籍企業によりその利益の多く

が観光者送出国に還流しているという指摘も多

くなされている（詳しくは、橋本1999）。それ

に、「観光」という行為から生じる利益は観光

地への経済的利益だけではない。橋本（2002）

が「自然を志向する観光」から観光者が得る心

理的な効果を具体的に挙げているように、観光
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者は、「観光」という行為から何らかの利益を

得ているのである。その利益があるからこそ、

高額な費用を支払って観光へと出かけるのであ

る。したがって、経済的利益が期待されるが故

にホスト国側が観光者と現地の人々との良好関

係を維持し、安全な観光環境の構築に向けた取

り組みを行うべきだという論理は根拠に欠け

る。現地の人々が自国の観光者に反感をもち、

安全な観光環境が阻害されれば、観光振興に悪

影響を与えるだけでなく、観光者が観光から得

る利益を失うことにもつながるのである。した

がって、観光者送出国には、観光対象となる地

域に住む人々に配慮すべきという道徳的見地か

らは当然であるが、自国の観光者が観光から得

る利益を守るという視点からも、安全な観光環

境の構築に向けた取り組みを行うことが求めら

れる。そのためになすべきことの一つが、自国

の観光者が観光対象物を傷めたり、観光地の

人々の生活や感情を害したりするような問題行

為を防ぐための対策を講じることだと考える。

　もちろん、問題行為を起こす責任は第一にそ

の行為を行った個人にある。そのため、観光者

の問題行為は、観光者個人の道徳的問題とみな

され、観光者送出国は、国として観光者の問題

行為に対して積極的な対策を講じて来なかっ

た。しかし、上記の視点に立てば、自国の観光

者による問題行為を防ぐことは観光者送出国の

義務だといえる。日本人観光者による東南アジ

ア地域での買春が広く行われ問題になった時、

自国の観光者のそういった行為を防止する取り

組みを国としてより積極的になすべきではな

かったか。今からでも遅くはない。観光者の観

光倫理形成に向けて取り組み、問題行為の予防

に努めることが必要であろう。そのために必要

な観光者への教育内容のうち、自らの行為が及

ぼす影響の理解や観光倫理に関する事項は、訪

問国の文化・習慣等を学ぶことと異なり、国ご

とに特有なものではなく、どの国を訪れる観光

者の場合でも理解しておく必要がある内容であ

る。現在、国際理解や異文化理解に関する教育

の必要性が叫ばれているが、観光は、まさに多

くの人が実際に異文化に触れる機会なのであ

る。したがって、国際理解、異文化理解教育の

一環として、できるだけ多くの人に観光者とし

て他の国、地域を訪れた際の問題行為防止に向

けた教育を行うことが観光者送出国には求めら

れるのである。
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１．研究の目的と背景

　本研究の目的は、観光主体である観光者に焦

点をあて、その行動プロセスの中で行われる

「社交」、そして、その社交の過程で創造され

る「経験」について考察することである。

　観光者の満足は一連の行動プロセスで行われ

る「消費」によるものだけで形成されるのでは

ない。「観光は日常生活に『幸せ』と『思い

出』を持ち帰ることを目的として行動を行うも

のであり、人間らしさや正義をより高潔なもの

にするための五感を発達させることを促進す

る」１）（Krippendolf,� 1987）という論理に基づい

て、観光行動を「社交」としてとらえると共

に、社交によるさまざまな出会いから得る「経

験」を説明したいと考える。

　これまでの観光研究は主として、経営学視点

からの「観光ビジネス」、地域政策論としての

「地域づくり」や「まちづくり」、近年では環

境保全という視点から「エコ・ツーリズム」と

いう学術的研究がなされてきた。観光主体であ

る観光者の観光行動に対する商品の提供や支

援、情報提供を行う観光媒介、また、観光者を

迎え入れるための空間づくりを行ってきた観光

客体としての地域や観光施設についての研究が

盛んに行われている。

　しかしながら一方では、観光主体である観光

者の「旅の行動プロセスにおける価値」に対す

る研究は未熟であり、一般的な消費者行動の一

部としてしかとらえられていないのが現状であ

る。モノの消費ではその物的価値が、またサー

ビス消費ではその利便性価値が消費者満足を向

上させる。旅の行動においては「モノ」も

「サービス」も消費するが、観光者の一連の行

動において真の価値を形成するのは行動プロセ

スにおける出会いによる「社交」、社交から生

じる体験や学習といったことから得る「経験」

であると考えるのである。

　観光者を受け入れる観光事業者や地域社会で

は、観光者の支援行動としてのモノやサービス

の提供に重点を置いてきた。しかし、観光現象

の創造や新たな観光の位置づけを考えようとす

るとき、観光行動のプロセスにおける「社交」

や「経験」から得る社会的・文化的生活の創造

という側面からのアプローチも欠かせない。

観光行動プロセスにおける「社交」と「経験」

乾　　弘幸

二　席

１）�J.�Krippendolf（1987）The Holiday Makers : Understanding the impact of leisure and travel,�MA:�Butterworth-
Heinemann.�p.xiv-xxii,�62-67.
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₂．観光者の行動プロセスにおける「消費」

　観光者の行動プロセスでは極めて多岐にわた

る消費行動が伴う。いわゆる「旅」の準備段階

から意思決定、移動、滞在、事後にいたるまで

の消費行動は多くの産業に関わる「モノ消費」

「サービス消費」が行われ、主たる観光産業及

び観光関連産業、観光地における地域産業など

がそれを担っている。

　そもそも、人々が旅をしたいと考える背景は

以下の要因があると考えられる。第一に、日常

生活のストレスの解消を目的として生活空間か

ら離脱したいという「生活的背景」である。日

常生活空間から離脱することによって心身をリ

フレッシュし、明日への活力を見い出したいと

いう欲求から生まれ出る。第二に、その欲求を

満たすための「条件適応的背景」である。経済

的、時間的、身体的な適応条件がそろってはじ

めて旅の実行への意思決定が行われる。第三

に、その意思決定を可能にするさまざまな「支

援的背景」が整っていることである。意思決定

する上での観光メディア情報、購買過程が整備

されており、行動そのものを可能にする機能が

存在していること、そして何よりも、その地を

訪れるに値する魅力が備わっていることなどが

挙げられる。

　このような背景をもとに、人々の旅への志向

が喚起され、意思決定が行われると共に、さま

ざまな地域や観光産業、観光関連産業が観光者

の旅の行動を支援するための機能を発揮してい

る。旅の行動における消費はその範囲性や多様

性が極めて広いために、社会における観光現象

が大きな経済効果をもたらすとされ、地域や観

光産業における戦略としての観光商品が開発さ

れてきた。地域や観光産業にとっては、その

地、その施設の魅力を創造し、集客し、観光商

品を提供することによって観光者の満足を引き

出すことが地域や企業ブランドを向上させるこ

とになっている。また、旅をする人々にとって

は、日常生活空間では手に入らないさまざまな

「商品」を消費することによって得る「満足」

を獲得することになる。つまり、人々の旅にお

ける「消費による満足価値」が生まれる。

　近年においては、観光者の支援行動として企

業が集客のための多様な戦略を展開している。

旅行代理店が販売するパッケージ・ツアーなど

もさまざまなバリエーションが存在し、観光者

の多様なニーズに対応している。例えば、団塊

世代の大量退職による中高年齢層の観光者に焦

点を合わせ、移動時の乗り物の席を上級クラス

にしたり、宿泊するホテルをラグジュアリーク

ラスにした「ちょっと贅沢なツアー」であった

り、若者向けに従来の団体ツアーのイメージを

払拭させるために移動と宿泊だけをツアーに組

み込み、自由行動の時間を多く設定した「フ

リープラン型ツアー」などを提供している。ホ

テルや旅館といった宿泊業においても、単に宿

泊するというだけでなく、近辺の観光地への案

内オプショナル・ツアーや食事の選択、女性向

けの美容・健康関連の商品を組み合わせた宿泊

プランを打ち出している。さらには、移動手段

である航空機、鉄道、バスなどの交通業も上質

でゆとりのある座席を開発し、快適性の向上を

図っている。観光地では地域住民や地域の産業

が協力して「まちおこし」のための名物商品づ
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くり、祭りイベントの開催、ユニバーサル・デ

ザインを取り入れた観光地づくりなどに取り組

んでいる。これらの行動は、観光者に対しての

「魅力づくり」「利便性・快適性の向上」「選択

肢の増加」に従っている。

　しかしながら、これらの「商品」はその内容

が進化しているだけで、従来のマス・ツーリズ

ムの本質と何ら変わっていないと言える。なぜ

ならば、提供者が用意した旅行商品を観光者が

購入するという「提供→消費」という構図に変

わりなく、言い換えれば、商品の改善・改良に

よって「消費対象が変化した」「選択消費が可

能になった」だけである。

　本来の「観光の本質」をふり返ってみれば、

観光の語源であると言われる『易経』の「観国

之光、利用于王」から解釈すると「国（地域）

の文化や風俗、制度などに触れる」ことであ

り、また、現代的な解釈においても「楽しむこ

とを目的とした旅」ということである。観光者

が対象とする消費を本質とした「旅」は「消費

観光」にすぎない。Urry（1995）の言う「観

光は場所の消費」２）という論理に一致してい

る。観光の本質を説いた多くの先駆的研究

（R.Glücksmann,�W.Hunziker,�C.Kasparなど）

における「観光地に滞在している人とその土地

の人々との間の諸関係や諸現象の総体」「生活

の変化に対する欲求において、気晴らし、休

息、未知の局面に遭遇することによって経験や

学習を得る」という論理に立ち返ってみる必要

があるだろう。

₃．「社交」としての観光

　大型連休や休暇を利用して旅をした人に、

「今回の旅行はどうでしたか？」と問えば、

「宿泊した旅館の雰囲気も良くて、サービスも

良かった」「郷土料理を食べてきたが、食材も

新鮮で家では食べることができないご馳走だっ

た」「○○航空を利用したが、座席も広かった

し、客室乗務員の接客も良かった」、このよう

な回答を聞くことが多い。しかし、「旅先でい

ろいろな人と出会って、いろいろと旅の情報を

得たから次は○○に行ってみようと思う」「ぶ

らりと立ち寄った田舎町で、地場にずっと住ん

でいる人から都会にはない風習を知って勉強に

なった」「旅の途中でちょっとしたトラブルが

あったが、親切な人に助けてもらった」といっ

たことを聞くことは前者と比較して少ない。前

者の回答の背景には、現代の「消費観光」が象

徴的に表れている。「商品提供者⇒消費者」の

関係にある。商品は「代用」が可能なのであ

る。旅館も料理も、航空機も選択肢がたくさん

用意されていると同時に、価格に見合った商品

はおおむね同質的なものが提供されているし、

新しく開発された商品は続々と世に出ている。

「以前に宿泊したホテルも良かったが、新しく

できた外資系ホテルはもっと素晴らしかった」

というようにである。人々はより新しいもの、

より質の高いものを求めて浮遊しているのであ

る。本稿では、この消費観光を否定するつもり

はない。たしかに、観光という現象にとって消

費による経済的効果は不可欠であるし、観光者

２）Urry（1995）Consuming Places,�London:�Routledge.
　　（J.�Urry著、吉原直樹・大澤善信監訳『場所を消費する』p.211-249,�法政大学出版局、2003年）
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にとっての観光商品は旅そのものを象徴するア

イテムでもあるからだ。しかし、「消費」が前

面に出てしまって、観光が持つ本質的な魅力と

いうものを見失ってしまっているように思える

のである。

　一方、後者のような回答の場合その体験の代

用はできない。その地、その人、その時という

限定的なものである。いわば「ホスト⇔ゲス

ト」の関係にあり、相互作用の結果としての

「出来事」である。これは出会いによる「社

交」によって構成されている。

（１）社交のとらえ方

　社交のとらえ方はいろいろあるが、一般的な

解釈として直感的に理解できるのは「社会にお

ける『つきあい』」ということであろう。友

人、知人、近隣の人々との関わりとしての行動

である。それは日常的生活圏で繰り広げられる

社会的行動であり、人が社会で生きていく上で

必要不可欠な欲求３）のひとつでもある。

　社交に関する研究で極めて有意義な示唆を与

えてくれるのはドイツの社会学者Simmelであ

る。Simmelは、まず社会そのものは一般的に

諸個人のあいだの相互作用を意味し、その相互

作用はつねに一定の衝動からか、もしくは一定

の目的のために生じるとしている。

　この目的が作用４）することにより人間は他者

たちと集合し「社会」を構成させているとい

う。Simmelはこれを「社会化作用」と論理づ

けたうえで、その社会化作用の中で生じた人間

のさまざまな活動を社交であるとした（山崎、

2003）。また、Simmelは社交を「社会的遊戯」

としての概念でとらえている。人が集まること

自体を遊戯の形で行うとし、純粋で透明な、興

味を引く形式の相互作用であり、平等者の相互

作用であるとしている。すべての人間が平等で

あるかのように、そして同時に人が各人をとく

に尊敬するかのように行うことで社交は遊戯で

あると説明する。

　つまり、社交の本質は、個人の客観的な立場

（地位や名声、能力など）を排除し、平等化さ

れた立場においての社交的価値５）の相互交換と

してとらえることができるであろう。

（２）�「日常的社交」と「非日常的（観光的）

社交」

　本研究で述べる「社交」においては、「日常

的社交」と「非日常的（観光的）社交」とを明

確に区別しておく必要がある。なぜならば、こ

の両者における社交の性質は、その行動形式か

３）�A.Maslowの「欲求階層説」においても、人間の欲求階層のなかに社会への所属、社会での承認の欲求が唱えられ
ている。

４）�ジンメルによれば、「目的が作用する」とは、他者たちへ作用を及ぼし、他者たちから作用を受けるということを
意味する。知性や意思や構成本能や感情の興奮などの力によって、世間からえられる素材に加工し、生活の諸目的
のために生活の諸要素に一定の形式をあたえ、この形式において生活の素材を生活の諸要素として操作し利用する����
ことになるとしている。

　　（G.Simmel著・居安　正訳『社会学の根本問題（個人と社会）』p.58-60,�世界思想社、2004年。）
５）�ジンメルは社交的価値を「喜び、気晴らし、生き生きした気分」と説明している。
���　（G.Simmel著・居安　正訳『社会学の根本問題（個人と社会）』p.66-71,�世界思想社、2004年。）


